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別
表
第
六
の
二
の
項
中
「
八
の
項
」
を
「
六
の
項
及
び
八
の
項
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の
項
中
「
放
送
を
す
る
無

線
局
（
三
の
項
、
七
の
項
及
び
八
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
並
び
に
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を

「
基
幹
放
送
局
（
三
の
項
、
七
の
項
及
び
八
の
項
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

（
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
」
を
「
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
第
五
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
受
託
放
送
役
務
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の

規
正
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
、
有
線
放
送

電
話
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
線
放
送
電
話
役
務
、

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
及
び
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の
使
用
の
承
諾
」
を
「
第
百
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
放
送
局
設
備
供
給
役
務
」
に
改
め
る
。

第
九
条
た
だ
し
書
中
「
そ
の
者
の
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
（
送
信
の
場
所
と
受
信
の
場
所
と
の
間
を
接
続

す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
一
体
と
し
て
設
置
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）の
規
模
及
び
当
該
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
区
域
の
範
囲
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
い
」

を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

そ
の
者
の
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
（
送
信
の
場
所
と
受
信
の
場
所
と
の
間
を
接
続
す
る
伝
送
路
設
備

及
び
こ
れ
と
一
体
と
し
て
設
置
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
規
模

及
び
当
該
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
区
域
の
範
囲
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
い
場
合

二

そ
の
者
の
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
第
二

項
第
六
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
に
加
え
て
基
幹
放
送
以
外
の
無
線
通
信
の
送
信
を
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

で
あ
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中「（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）」を
削
る
。

第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第

六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二

種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
会
計
を
整
理
し
、
及
び
こ
れ
に
基
づ
き
当
該
接
続
に
関
す
る
収
支
の

状
況
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
の
見
出
し
を「（
電
気
通
信
設
備
等
の
共
用
に
関
す
る
命
令
等
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
電
気
通

信
設
備
」
の
下
に
「
又
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
（
電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
た
め

に
使
用
す
る
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
、
電
気
通
信
設
備
」
の

下
に
「
又
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日（
以
下「
施

行
日
」
と
い
う
。）か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
放
送
法
第
五
十
三
条
の
十
一
の
改
正
規
定
、
第
三
条
中
電
波
法
第
九
十
九
条
の
十
二
の
改
正
規
定
及

び
第
五
条
中
電
気
通
信
事
業
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十

四
条
第
一
項
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
放
送
法
第
五
十
二
条
の
十
三
第
一
項
第
五
号
チ
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項

第
四
号
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
五
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
の
規
定
（
前
号

に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に
附
則
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十

七
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三

第
一
条
の
規
定
（
前
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に
第
五
条
中
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
の

改
正
規
定
、
同
法
第
百
六
十
九
条
第
四
号
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
九
十
一
条
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附

則
第
十
条
第
一
項
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
法
律
の
廃
止
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
。

一

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）

二

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）

三

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
五
号
）

四

有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

「
第
四
章

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
」
を
「
第
四
章

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
第
一
項
中
「
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
」
を
「
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
及
び
電
波
法
」
を
「
、
電
波
法
及
び
放
送
法
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
電
波
の
利
用
」
を
「
、
電
波
の
利
用
又
は
放
送
の
業
務
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
六
条
第
一
項
中
「
電
気
通
信
設
備
」
の
下
に
「
又
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
」
を
加
え
る
。

第
百
五
十
七
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
そ
の
他
の
協
定
等
に
関
す
る
あ
つ
せ
ん
等
）」

を
付
し
、
同
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
事
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
五
十
七
条
第
二
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
又
は
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
百
五
十
七
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
百
五
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
五
十
七
条
の
二

電
気
通
信
事
業
者
と
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
（
以
下
「
第

三
号
事
業
」
と
い
う
。）を
営
む
者
と
の
間
に
お
い
て
、
当
該
第
三
号
事
業
を
営
む
者
が
申
し
入
れ
た
当
該
第
三
号

事
業
を
営
む
に
当
た
つ
て
利
用
す
べ
き
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
第
三
項
に
お
い
て
単
に「
契
約
」

と
い
う
。）の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
条
件
そ
の
他
そ
の
細
目
に
つ

い
て
当
事
者
間
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
は
、
委
員
会
に
対
し
、
あ
つ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

第
百
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
あ
つ
せ
ん
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁

定
の
申
請
又
は
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

電
気
通
信
事
業
者
と
第
三
号
事
業
を
営
む
者
と
の
間
に
お
い
て
、
当
該
第
三
号
事
業
を
営
む
者
が
申
し
入
れ
た

契
約
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
条
件
そ
の
他
そ
の
細
目
に
つ
い
て

当
事
者
間
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
の
双
方
は
、
委
員
会
に
対
し
、
仲
裁
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

第
百
五
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
仲
裁
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
六
十
条
第
一
号
中
「
電
気
通
信
設
備
の
共
用
」
を
「
電
気
通
信
設
備
若
し
く
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作

物
の
共
用
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中「（
電
気
通
信
事
業
者
た
る
一
の
者
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
電
気
通
信
役
務
」
の

下
に「（
当
該
一
の
者
が
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
の
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通

信
役
務
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
、
同
項
各
号
」
を
「
同
項
各
号
」
に
、「
つ
い
て
も
」
を「
つ
い
て
、

第
百
五
十
七
条
の
二
の
規
定
は
第
三
号
事
業
を
営
む
者
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
九
条
第
四
号
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
五
項
若
し

く
は
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
一
条
第
二
号
中
「
又
は
第
三
十
三
条
第
十
三
項
」
を
「
、
第
三
十
三
条
第
十
三
項
又
は
第
三
十
四
条
第

六
項
」
に
改
め
る
。
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